
 

1 

令和７年度「労働移動関係基礎調査事業」業務委託に係る企画提案仕様書 

 

１．委託業務の目的 

本業務は、沖縄県内における産業別又は職業別の有効求人倍率、賃金、労働生産性等の雇用労働関係

の各種統計情報を収集し、要因分析を行うほか、各産業又は各業界における今後の人材需要等を踏ま

え、産業別の雇用労働市場の動向や人材供給面での課題等を把握することにより、本県における今後の

円滑な労働移動及び課題に対応するための将来的な雇用労働施策立案の基礎資料を得ることを目的と

する。 

 

２．業務内容 

⑴ 以下の項目に係る、県内の産業別又は職業別の実態について、近年の推移や現況に係る統計情報を

収集し、他県等との比較による本県の特徴などについて要因を分析する。 

① 有効求人倍率／② 就業者数／③ 平均賃金及び労働時間あたり賃金／ 

④ 正規・非正規雇用者比率／⑤ 勤続年数（又は年齢）／ 

⑥ 転職率（転職理由）・離職率（離職理由）／⑦ ミスマッチ指数／⑧ 労働生産性 

 

⑵ 以下の項目を把握するため、各産業又は各業界等の計画に関係する業界団体や行政機関等にヒアリ

ング調査を行う。 

① 雇用労働分野で抱えている課題 

② 今後の人材需要見込み数 

③ 雇用労働市場における将来展望及び提言 等 

 

⑶ 国内における業務の自動化や AI による業務代替の動向に関する調査報告等の情報を収集し、県内

労働市場における影響可能性を考察する。 

 

⑷ 上記⑴から⑶のほか、県内における今後の円滑な労働移動及び将来的な雇用労働施策立案に資する

基礎資料をまとめるうえで必要な統計情報等（公的機関からの公表資料以外の民間事業者データな

ど）について収集し、現況を把握し、現況に至った要因を分析する。 

※企画提案時においては、当該データを収集する意図及び分析手法等について記載すること。 

 

⑸ 上記⑴から⑷を踏まえ、県内における今後の円滑な労働移動及び将来的な雇用労働施策立案に資す

る基礎資料としてまとめ、調査報告書を作成する。 

なお、調査報告書は、調査結果の正確性・妥当性、分析の客観性及び説得力や、報告書のわかりや

すさ等に留意し、作成することとする。 

 

３．業務期間 

契約締結日から令和７年８月 31 日（予定） 
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４．業務実施体制 

⑴ 連絡体制 

本業務の実施に当たり、受託者は専任の担当者を配置し、当該担当者は沖縄県との全ての調整に対

応すること。 

 

⑵ 専門家等の意見反映 

雇用労働関連の統計情報や県内雇用労働市場に詳しい研究者及び実務経験を有する者などの専門

家等と、適宜、意見交換を行い、これらの専門家等の意見を調査分析に反映させること。 

 

⑶ 業務進捗管理 

沖縄県に対し、月次進捗報告を行うほか、必要に応じて、沖縄県との連絡会議を開催すること。 

 

５．納品物 

⑴ 調査分析結果に基づく中間報告書 

業務期間中に１回提出。提出時期及び形式については、改めて沖縄県と調整すること。 

 

⑵ 最終調査分析報告書 

業務完了時に提出。形式については、紙版：10 部及び PDF データとする。 

 

⑶ 本業務を通じて収集した各種統計情報及び調査分析結果を含む関連資料一式 

業務完了時に提出。形式については、改めて沖縄県と調整すること。 

 

６．再委託に関する事項 

⑴ 一括再委託の禁止等 

受託者は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができな

い。 

また、以下に定める「契約の主たる部分」については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせ

ることができない。 

ただし、特別な事情があるものとしてあらかじめ沖縄県が書面で認める場合は、これと異なる取扱

いをすることがある。 

≪契約の主たる部分≫ 

・契約金額の 50％を超える業務 

・調査設計企画及び調査結果分析などの根幹的な業務 

 

⑵ 再委託の相手方の制限 

指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任

し、又は請負わせることはできない。 
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⑶ 再委託の範囲 

受託者は、本委託契約の履行に当たり、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとすると

きは、あらかじめ書面による沖縄県の承認を得なければならない。 

ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限り

でない。 

≪その他、簡易な業務≫ 

・資料の収集・整理 

・複写・印刷・製本（デザイン構成含む。） 

・原稿・データの入力及び集計 

 

７．その他 

本業務に関して得られた情報は、沖縄県の事前の許可なく第三者に開示してはならない。 

また、本仕様書に定める事項について生じた疑義、又は、本仕様書について定めのない事項について

は、沖縄県と受託者双方で協議して解決するものとする。 


